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内

閣

府

○
総

務

省
令
第
六
号

文
部
科
学
省

医
療
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年

法
律
第
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
四

十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
元
年
十
一
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

高
市

早
苗

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田
光
一

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

総
理
府

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

自
治
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
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規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
紙
様

式
第
1
4
号

別
紙

様
式

第
1
4
号

（表
面

）

（表
面

）

［
（裏

面

）

略

］

［
（裏

面

）

同
左

］

［備
考

略

］

［備
考

同
左

］
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別
紙

様
式
第
1
9
号

別
紙

様
式

第
1
9
号

（表
面

）

（表
面

）

［
（裏

面

）

略

］

［
（裏

面

）

同
左

］

［備
考

略

］

［備
考

同
左

］
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別
紙

様
式
第
2
0
号

別
紙

様
式

第
2
0
号

（表
面

）

（表
面

）

［
（裏

面

）

略

］

［
（裏

面

）

同
左

］

［備
考

略

］

［備
考

同
左

］
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別
紙

様
式
第
2
3
号

別
紙

様
式

第
2
3
号

［
（表

）

略

］

［
（表

）

同
左

］

（裏

）

（裏

）

［備
考

略

］

［備
考

同
左

］
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別
紙

様
式
第
2
5
号

別
紙

様
式

第
2
5
号

（表

）

（表

）

［
（裏

）

略

］

［
（裏
）

同
左

］

［備
考

略

］

［備
考

同
左

］
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別
紙

様
式
第
2
5
号
の

２
別

紙
様

式
第
2
5
号

の
２

（表

）

（表

）

［
（裏

）

略

］

［
（裏

）

同
左

］

［備
考

略

］

［備
考

同
左

］
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別
紙

様
式
第
2
6
号

別
紙

様
式

第
2
6
号

（表

）

（表

）

［
（裏

）

略

］

［
（裏
）

同
左

］

［備
考

略

］

［備
考

同
左

］
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別
紙

様
式
第
4
0
号

別
紙

様
式

第
4
0
号

（表
面

）

（表
面

）

［
（裏

面

）

略

］

［
（裏

面

）

同
左

］

［備
考

略

］

［備
考

同
左

］
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別
紙

様
式
第
4
1
号

別
紙

様
式

第
4
1
号

（表
面

）

（表
面

）

［
（裏

面

）

略

］

［
（裏

面

）

同
左

］

［備
考

略

］

［備
考

同
左

］
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別
紙

様
式
第
4
4
号

別
紙

様
式

第
4
4
号
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別
紙

様
式
第
4
6
号

別
紙

様
式

第
4
6
号

（表
面

）

（表
面

）

［
（裏

面

）

略

］

［
（裏

面

）

同
左

］

［備
考

略

］

［備
考

同
左

］
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別
紙

様
式
第
4
6
号
の

２
別

紙
様

式
第
4
6
号

の
２

（表
面

）

（表
面

）

［
（裏

面

）

略

］

［
（裏

面

）

同
左

］

［備
考

略

］

［備
考

同
左

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
命
令
は
、
医
療
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
条
の
改
正
規
定

中
目
次
に
係
る
部
分
は
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
、
別
紙
様
式
目
次
に
係
る
部
分
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
の
特
例
）

第
二
条

こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
別
紙
様
式
第
十
四
号
に
よ
る
組
合
員
証
、
別
紙
様
式
第
十
九
号
に
よ
る
組
合
員

被
扶
養
者
証
、
別
紙
様
式
第
二
十
号
に
よ
る
高
齢
受
給
者
証
、
別
紙
様
式
第
二
十
三
号
に
よ
る
特
別
療
養
証
明
書
、

別
紙
様
式
第
二
十
五
号
に
よ
る
限
度
額
適
用
認
定
証
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
の
二
に
よ
る
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
、
別
紙
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
、
別
紙
様
式
第
四
十
号
に
よ
る
船
員
組

合
員
証
、
別
紙
様
式
第
四
十
一
号
に
よ
る
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
、
別
紙
様
式
第
四
十
四
号
に
よ
る
船
員
組
合
員

療
養
補
償
証
明
書
、
別
紙
様
式
第
四
十
六
号
に
よ
る
任
意
継
続
組
合
員
証
及
び
別
紙
様
式
第
四
十
六
号
の
二
に
よ
る

任
意
継
続
組
合
員
被
扶
養
者
証
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
紙
様
式
第
十
四
号
、
別
紙
様
式
第

十
九
号
、
別
紙
様
式
第
二
十
号
、
別
紙
様
式
第
二
十
三
号
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
の

二
、
別
紙
様
式
第
二
十
六
号
、
別
紙
様
式
第
四
十
号
、
別
紙
様
式
第
四
十
一
号
、
別
紙
様
式
第
四
十
四
号
、
別
紙
様

式
第
四
十
六
号
及
び
別
紙
様
式
第
四
十
六
号
の
二
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。
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第
三
条

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
別
紙
様
式
第
十
四
号
、
別
紙
様
式
第
十
九

号
、
別
紙
様
式
第
二
十
号
、
別
紙
様
式
第
二
十
三
号
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
の
二
、
別

紙
様
式
第
二
十
六
号
、
別
紙
様
式
第
四
十
号
、
別
紙
様
式
第
四
十
一
号
、
別
紙
様
式
第
四
十
四
号
、
別
紙
様
式
第
四

十
六
号
及
び
別
紙
様
式
第
四
十
六
号
の
二
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
読
替
え
）

内

閣

府

第
四
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
平
成
十
七
年
総

務

省
令
第
二
号
）
附
則

文
部
科
学
省

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共

済
組
合
法
施
行
規
程
（
次
条
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
改
正
前
施
行
規
程
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
二
十
号
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
様
式
（
表
）
中
「平

成

」
と
あ
る
の
は
「令

和

」
と
、

番
号

と
あ
る
の
は

番
号

（枝
番

）

と
す
る
。

「

「

」

」
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（
読
替
え
前
の
平
成
十
七
年
改
正
前
施
行
規
程
別
紙
様
式
の
特
例
）

第
五
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
前
の
平
成
十
七
年
改
正
前
施
行
規
程
別
紙
様
式
第
二
十
号
に
よ
る
高
齢
受
給
者
証

は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
後
の
平
成
十
七
年
改
正
前
施
行
規
程
別
紙
様
式
第
二
十
号
の
様
式
に
よ
る

も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
前
の
平
成
十
七
年
改
正
前
施
行
規
程
別
紙
様
式
第
二

十
号
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
改
正
）

第
六
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に

順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



- 18 -

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則(

第
一
条│

第
二
条
の
二)

第
一
章

総
則(

第
一
条
・
第
二
条)

［
第
二
章
～
第
六
章

略
］

［
第
二
章
～
第
六
章

同
上
］

附
則

附
則

別
紙

様
式

別
紙

様
式

目
次

目
次

［別
紙
様
式
第

１
号

～別
紙
様
式
第
2
5
号

略

］

［別
紙

様
式

第
１

号

～別
紙

様
式
第
2
5
号

同
左

］

別
紙
様

式
第
2
5
号
の
２

限
度
額

適
用
・
標

準
負
担
額
減

額
認
定
証

別
紙

様
式

第
2
5
号

の
２

限
度

額
適
用

・
標

準
負

担
額
適

用
認
定

証

［別
紙
様
式

第
26

号

～別
紙
様
式

第
47

号
の
２

略

］

［別
紙

様
式

第
26

号

～別
紙

様
式

第
47

号
の
２

同
左

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


